
11　戦間期コミュニストの思想／運動における日本／「天皇制」認識

［
二
〇
二
〇
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
日
本
思
想
史
学
か
ら
見
る
近
現
代
の
天
皇

戦
間
期
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
思
想
／
運
動
に
お
け
る
日
本
／「
天
皇
制
」
認
識

黒
川
　
伊
織

は
じ
め
に

　
「
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
三
一
～
三
二
年
の
日
本
共
産

党
の
諸
テ
ー
ゼ
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
体
」
を
左
側
か
ら

打
倒
対
象
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
の
が
、
こ
の

「
天
皇
制
」
と
い
う
語
彙
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ

時
期
に
は
、
日
本
共
産
党
は
、「
君
主
制
」
と
い
う
価
値
中
立
的
な

語
彙
を
用
い
て
情
勢
を
認
識
し
て
い
た
。
本
稿
の
課
題
は
、「
君
主

制
」
の
一
形
態
か
ら
「
天
皇
制
」
へ
と
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
お

け
る
把
握
の
仕
方
が
展
開
す
る
過
程
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
で

あ
る
。

　

そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、
日
本
共
産
党
は
共
産
主
義
イ
ン
タ
ナ
シ

ョ
ナ
ル
（
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
）
の
日
本
支
部
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日

本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
日
本
情
勢
の
認
識
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
世

界
情
勢
・
日
本
情
勢
の
認
識
と
連
動
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
天

皇
制
」
と
い
う
把
握
の
仕
方
が
成
立
し
て
く
る
過
程
も
国
際
共
産
主

義
運
動
の
文
脈
を
踏
ま
え
な
い
か
ぎ
り
十
全
に
は
理
解
で
き
な
い
。

以
下
で
は
、
そ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、「
天
皇
制
」
と
い
う
把
握
の

仕
方
が
成
立
す
る
過
程
を
具
体
的
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

1　

帝
国
憲
法
下
の
「
立
憲
君
主
制
」
と
い
う
認
識

　

一
九
一
〇
年
代
後
半
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
潮
流
と
、
国
際
共
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産
主
義
運
動
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
働
き
か
け
の
交
点
に
、
日
本
共
産
党

は
成
立
し
た
（
一
九
二
一
年
四
月
、
暫
定
中
央
執
行
委
員
会
成
立
）。
そ
の

初
代
総
務
幹
事
（
委
員
長
）
を
務
め
た
山
川
均
は
、
唯
物
史
観
に
基

づ
く
日
本
史
認
識
に
立
脚
し
て
、
明
治
維
新
を
封
建
社
会
か
ら
資
本

家
社
会
へ
の
移
行
を
実
現
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
あ
る
と
捉
え
た

う
え
で
、
原
内
閣
の
成
立
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
政
治
権
力
確

立
の
画
期
と
位
置
づ
け
た
（
黒
川
、
二
〇
一
四
）。
モ
ス
ク
ワ
の
片
山

潜
も
「
日
本
は
立
憲
君
主
制
で
あ
り
ミ
カ
ド
は
神
聖
な
人
格
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
の
コ

ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
間
で
は
、
日
本
の
政
体
は
「
立
憲
君
主
制
」
で
あ
る

と
す
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
通
説
的
な
憲

法
学
説
が
天
皇
機
関
説
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
共
産
党

二
代
目
総
務
幹
事
の
荒
畑
寒
村
に
至
っ
て
は
、「
ミ
カ
ド
」
＝
天
皇

は
、「
日
本
国
民
が
天
皇
に
抱
く
一
般
的
な
感
情
」
を
利
用
す
る
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
民
衆
支
配
の
「
道
具
」
で
あ
る
と
す
ら
述
べ

て
い
る
（
黒
川
、
二
〇
〇
八
）。

　

一
方
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
日
本
に
お
け
る
封
建
遺
制
に
着
目
し

た
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
起
草
の
「
日
本
共
産
党
綱
領
草
案
」
は
、
日
本
の

国
家
権
力
を
地
主
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
ブ
ロ
ッ
ク
権
力
と
捉
え
た

う
え
で
、「
国
家
権
力
の
半
封
建
的
性
格
」
を
象
徴
す
る
枢
密
院
な

ど
の
非
立
憲
的
機
関
の
存
在
に
言
及
し
、
日
本
の
立
憲
君
主
制
は
一

般
的
な
立
憲
君
主
制
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ソ
連
と
資
本
主
義
国
と
の
関
係
改
善
が
進
ん
だ
一
九
二
五
年
に
は
、

一
月
に
は
日
ソ
国
交
が
実
現
す
る
一
方
、
四
月
に
は
治
安
維
持
法
が

公
布
さ
れ
た
。
共
産
党
の
再
建
活
動
も
本
格
化
し
て
、
国
家
権
力
と

共
産
主
義
運
動
と
の
対
抗
関
係
が
尖
鋭
化
し
て
い
く
が
、
立
憲
君
主

制
下
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
二
大
政
党
制
の
も
と
政
治
権
力
を
掌
握

し
て
い
る
と
い
う
共
産
党
の
認
識
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

進
行
す
る
中
国
国
民
革
命
（
一
九
二
六
年
七
月
、
国
民
革
命
軍
に
よ
る

北
伐
開
始
）
へ
の
支
援
を
呼
び
か
け
た
ブ
ハ
ー
リ
ン
起
草
の
「
日
本

問
題
に
関
す
る
決
議
」（
二
七
年
テ
ー
ゼ
）
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

政
治
権
力
を
重
視
す
る
山
川
や
猪
俣
津
南
雄
ら
『
労
農
』（
一
九
二
七

年
十
二
月
創
刊
）
グ
ル
ー
プ
と
、
地
主

−

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
ブ
ロ
ッ

ク
権
力
説
を
と
る
共
産
党
（
一
九
二
六
年
十
二
月
再
建
）
と
の
間
に
理

論
的
対
立
を
生
じ
さ
せ
た
。
中
国
国
民
革
命
に
介
入
す
る
日
本
帝
国

主
義
（
一
九
二
七
年
五
月
、
第
一
次
山
東
出
兵
）
の
性
格
を
ど
う
規
定
す

る
か
が
両
者
の
対
立
点
で
あ
り
、
こ
の
論
争
は
、
野
呂
栄
太
郎
と
高

橋
亀
吉
の
間
に
は
じ
ま
っ
た
「
プ
チ
・
帝
国
主
義
」
論
争
を
日
本
資

本
主
義
論
争
へ
と
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

2　

マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
と
日
本
資
本
主
義
発
達
史
研
究

　

一
九
二
七
年
春
以
降
、
中
国
国
民
革
命
の
中
断
や
、
ソ
連
と
資
本

主
義
国
と
の
関
係
悪
化
を
背
景
と
し
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
資
本
主
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13　戦間期コミュニストの思想／運動における日本／「天皇制」認識

義
が
急
速
に
没
落
し
つ
つ
あ
る
と
捉
え
る
「
第
三
期
」
論
に
転
じ
た
。

　

第
一
回
普
通
選
挙
（
一
九
二
八
年
二
月
）
の
際
、
共
産
党
員
は
合
法

無
産
政
党
最
左
派
の
労
働
農
民
党
か
ら
二
七
年
テ
ー
ゼ
の
諸
要
求
を

掲
げ
て
立
候
補
し
、
共
産
党
の
存
在
を
公
然
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
こ

れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
国
家
権
力
は
、
直
後
の
三
・
一
五
事
件
で
、

治
安
維
持
法
に
基
づ
き
共
産
党
員
の
大
規
模
検
挙
を
行
っ
た
。
共
産

党
は
、
こ
の
検
挙
は
「
政
友
、
民
政
の
二
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
」
の

主
導
権
争
い
の
あ
お
り
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
し
た
（
富
田
・
和

田
、
二
〇
一
四
）。
六
月
に
は
緊
急
勅
令
に
よ
り
治
安
維
持
法
が
改
正

さ
れ
て
シ
ン
パ
や
協
力
者
を
検
挙
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
十
一
月
に
予
定
さ
れ
た
昭
和
天
皇
即
位
の
「
御
大
典
」
を
挙

行
す
る
た
め
の
重
要
な
前
提
で
も
あ
っ
た
。

　

一
方
、「
御
大
典
」
へ
の
国
家
予
算
の
支
出
を
批
判
し
た
共
産
党

は
、
治
安
維
持
法
の
緊
急
勅
令
に
よ
る
改
正
を
、
中
国
国
民
革
命
へ

の
介
入
＝
帝
国
主
義
戦
争
の
準
備
と
捉
え
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、

「
御
大
典
」
を
前
に
故
国
に
放
逐
さ
れ
て
い
く
朝
鮮
人
同
志
へ
の
連

帯
と
、
彼
ら
を
放
逐
す
る
「
髭
」
で
「
眼
鏡
」
で
「
猫
背
」
の
「
日

本
天
皇
」
へ
の
憎
悪
と
を
う
た
っ
た
中
野
重
治
の
詩
「
雨
の
降
る
品

川
駅
」（
一
九
二
九
年
二
月
に
伏
字
だ
ら
け
の
無
惨
な
姿
で
発
表
さ
れ
た
）
は
、

一
九
三
〇
年
代
以
降
の
天
皇
の
名
に
よ
る
抑
圧
を
予
示
し
た
。

　
「
御
大
典
」
を
経
て
、
共
産
党
の
天
皇
認
識
は
変
化
し
は
じ
め
る
。

「
故
国
の
同
志
へ
の
通
信
」（
一
九
二
九
年
二
月
）
は
、
天
皇
個
人
と

「
天
皇
と
い
う
制
度
」
と
の
違
い
に
は
じ
め
て
着
目
し
、「
天
皇
の
物

質
的
基
礎
」
は
土
地
所
有
に
あ
る
以
上
、
天
皇
の
「
階
級
的
根
拠
」

は
そ
の
地
主
と
し
て
の
性
格
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
緊
急

勅
令
に
よ
る
治
安
維
持
法
の
改
正
を
指
摘
し
て
天
皇
大
権
の
問
題
に

も
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
立
憲
君
主
制
の
も
と

で
「
天
皇
と
い
う
制
度
」
は
制
御
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　

土
地
所
有
の
問
題
は
、
日
本
共
産
党
綱
領
草
案
で
す
で
に
そ
の
重

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
以
降
、
マ
ル
ク
ス
主
義
社

会
科
学
に
基
づ
く
明
治
維
新
史
研
究
や
日
本
資
本
主
義
発
達
史
研
究

の
発
展
と
と
も
に
重
要
な
主
題
と
な
っ
た
。
明
治
維
新
を
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
で
は
な
」
く
「
絶
対
王
政
へ
の
転
換
」
と
し
た
う
え
で
、

地
主

−

小
作
関
係
を
日
本
の
「
絶
対
主
義
」
の
根
本
に
見
出
し
た
服

部
之
総
「
明
治
維
新
史
」（
一
九
二
八
年
四
月
）
は
、
日
本
資
本
主
義

発
達
史
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ま
た
、
猪
俣
の
帝
国

主
義
論
を
批
判
し
た
野
呂
の
「『
現
代
日
本
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政

治
的
地
位
』
を
評
す
」（
一
九
二
九
年
四
月
）
は
、
農
村
の
土
地
所
有

の
あ
り
方
が
日
本
帝
国
主
義
の
性
格
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
る
と

指
摘
し
た
。
こ
う
し
て
、
野
呂
は
、『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』

と
し
て
結
実
す
る
研
究
に
注
力
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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3　
「
ソ
連
防
衛
」
と
「
軍
事
的
・
警
察
的
天
皇
制
」

　

世
界
恐
慌
の
勃
発
（
一
九
二
九
年
十
月
）
に
よ
り
「
第
三
期
」
論
の

正
し
さ
を
確
信
し
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
極
左
主
義
を
強
め
た
。
こ
れ

に
し
た
が
っ
た
共
産
党
の
大
衆
か
ら
の
孤
立
に
危
機
感
を
抱
い
た
水

野
成
夫
ら
は
、
君
主
＝
天
皇
の
も
と
で
の
社
会
主
義
革
命
の
実
現
を

主
張
し
た
。
か
つ
て
荒
畑
が
指
摘
し
た
大
衆
の
「
天
皇
へ
の
感
情
」

を
重
視
す
る
こ
の
発
想
は
、
半
宗
教
的
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
天
皇

の
存
在
意
義
に
は
じ
め
て
注
目
し
た
認
識
で
あ
り
、
佐
野
学
と
鍋
山

貞
親
の
転
向
（
一
九
三
三
年
六
月
）
へ
の
思
想
的
淵
源
と
な
っ
た
。

　

極
左
主
義
の
も
と
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
議
長
を
解
任
さ

れ
る
と
、
共
産
党
も
「
三
一
年
政
治
テ
ー
ゼ
草
案
」
を
発
表
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
の
君
主
制
を
は
じ
め
て
「
天
皇
制
」
と
把
握
し
た
文

書
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
君
主
制
と
は
異
な
る
天
皇
制
の
独
自
性
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
一
九
三
一
年
四
月
の
ス
ペ
イ
ン
革
命

（
立
憲
君
主
制
か
ら
共
和
制
へ
の
移
行
）
に
お
い
て
土
地
改
革
が
不
徹
底

に
終
わ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
各
国
の
革
命
戦
略
に
お
い
て
封

建
的
土
地
所
有
の
問
題
を
よ
り
重
視
し
た
（
加
藤
、
一
九
九
一
）。
そ

の
直
後
、
満
洲
事
変
に
よ
り
日
本
と
の
軍
事
衝
突
の
危
機
に
直
面
し

た
ソ
連
／
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、「
日
本
に
お
け
る
情
勢
と
日
本
共
産

党
の
任
務
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
」（
三
二
年
テ
ー
ゼ
）
を
発
し
て
、
日

本
の
権
力
体
系
は
「
絶
対
主
義
的
天
皇
制
」「
地
主
的
土
地
所
有
」

「
独
占
資
本
主
義
」
か
ら
な
る
と
し
た
う
え
で
、
共
産
党
が
国
内
で

「
天
皇
制
の
転
覆
」
を
掲
げ
て
国
家
権
力
と
闘
う
こ
と
で
対
ソ
戦
阻

止
の
た
め
の
後
方
攪
乱
を
行
う
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
日
本
語
訳
に

付
せ
ら
れ
た
前
文
は
、
日
本
の
政
治
権
力
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
握

る
と
し
て
き
た
従
来
の
認
識
の
再
検
討
を
迫
り
、「
正
に
天
皇
制
な

る
が
故
に
日
本
国
内
に
反
動
的
警
察
政
治
が
維
持
さ
れ
て
い
る
」
と
、

天
皇
制
こ
そ
が
国
民
抑
圧
の
根
底
に
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、

日
本
帝
国
主
義
を
支
え
る
抑
圧
的
な
国
家
機
構
の
根
幹
に
、
半
封
建

的
で
絶
対
主
義
的
な
天
皇
制
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

野
呂
が
編
纂
を
主
導
し
た
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』（
一

九
三
二
～
三
四
年
）
は
、
農
村
に
お
け
る
土
地
所
有
の
問
題
の
解
明
に

精
力
的
に
取
り
組
み
、
寄
生
地
主
制
が
日
本
の
国
家
機
構
の
物
質
的

基
盤
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
大
権
の
存
在
や
非

立
憲
的
機
関
に
よ
る
権
力
行
使
に
天
皇
制
の
絶
対
主
義
的
性
格
を
見

出
し
た
。
こ
う
し
て
定
式
化
さ
れ
た
講
座
派
の
「
絶
対
主
義
的
天
皇

制
」
と
い
う
認
識
は
、
奇
し
く
も
三
二
年
テ
ー
ゼ
の
認
識
と
重
な
り

合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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（　

戦
時
か
ら
戦
後
へ
─
「
象
徴
天
皇
制
」
へ
の
射
程

　

ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
が
国
交
を
樹
立
す
る
と
（
一
九
三
三
年
十
一
月
）、

ソ
連
は
再
び
資
本
主
義
国
と
の
協
調
路
線
に
転
じ
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン

は
第
七
回
大
会
（
一
九
三
五
年
七
月
）
で
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
戦
線
運

動
の
方
針
を
提
起
し
た
。

　

こ
れ
を
日
本
に
伝
え
た
野
坂
参
三
・
山
本
懸
蔵
「
日
本
の
共
産
主

義
者
へ
の
手
紙
」（
一
九
三
六
年
二
月
）
は
、
共
産
党
が
「
天
皇
制
の

打
倒
」
を
掲
げ
て
大
衆
か
ら
遊
離
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
と
と

も
に
、
日
本
の
当
面
の
主
要
敵
を
「
フ
ァ
シ
ス
ト
軍
部
」
と
捉
え
、

「
軍
事
フ
ァ
シ
ス
ト
独
裁
」
の
現
実
化
の
危
惧
を
述
べ
た
。
そ
の
結

果
、「
天
皇
制
打
倒
」
と
い
う
要
求
は
後
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
で
連
合
国
に
与
し
た
ソ
連
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン

の
解
散
を
発
表
す
る
が
（
一
九
四
三
年
六
月
）、
そ
の
頃
延
安
で
捕
虜

と
な
っ
た
日
本
兵
の
思
想
教
育
に
あ
た
っ
て
そ
の
肉
声
に
ふ
れ
た
野

坂
は
、
日
本
の
大
衆
に
根
強
く
残
る
「
天
皇
ま
た
は
皇
室
に
た
い
す

る
信
仰
」
を
見
出
し
た
。
中
国
共
産
党
第
七
回
大
会
（
一
九
四
五
年
四

月
）
で
の
野
坂
の
報
告
「
民
主
的
日
本
の
建
設
」
は
、「
天
皇
の
二

つ
の
作
用
」
と
し
て
、「
制
度
上
絶
対
的
な
政
治
的
独
裁
権
」
と

「
現
人
神
と
し
て
の
半
宗
教
的
役
割
」
を
あ
げ
、
前
者
の
撤
廃
に
よ

る
「
民
主
的
制
度
の
実
現
」
を
掲
げ
つ
つ
、「
人
民
大
多
数
が
天
皇

の
存
続
を
熱
烈
に
要
求
す
る
な
ら
ば
…
…
わ
れ
わ
れ
は
譲
歩
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
天
皇
の
処
遇
は
「
一
般
人
民
投
票
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
し
た
。「
た
と
え
天
皇
の
存
続
が
決
定

さ
れ
て
も
…
…
専
制
権
を
も
た
ぬ
天
皇
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、

「
象
徴
天
皇
制
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
野
坂
は
、

一
九
四
六
年
一
月
に
十
八
年
ぶ
り
に
帰
国
し
、
共
産
党
の
占
領
下
平

和
革
命
論
を
リ
ー
ド
す
る
。

　

敗
戦
後
の
十
月
に
「
獄
中
十
八
年
」
を
経
て
出
獄
し
た
徳
田
球
一

ら
は
、
獄
中
で
起
草
し
た
「
人
民
に
訴
う
」
で
「
天
皇
制
」
の
「
一

掃
」
を
主
張
し
た
。
獄
中
で
非
転
向
を
貫
い
た
徳
田
ら
の
「
三
二
年

テ
ー
ゼ
」
に
基
づ
く
認
識
と
、
獄
外
で
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
戦
線
運

動
を
担
い
日
本
兵
捕
虜
へ
の
思
想
教
育
も
行
っ
た
野
坂
の
認
識
と
の

隔
た
り
は
大
き
か
っ
た
。
再
建
共
産
党
は
、「
共
同
声
明
」（
一
九
四

六
年
一
月
）
に
よ
り
、
共
産
党
の
い
う
「
天
皇
制
の
廃
止
」
と
は

「
こ
れ
を
国
家
の
制
度
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
皇
室
の

存
続
」
は
「
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
、「
天
皇
制
」
の
認
識
に

関
し
て
は
野
坂
の
認
識
に
沿
っ
て
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
社
会
党
に
加
わ
っ
た
山
川
は
、「
民
主
戦
線
の
た
め

に
」（
一
九
四
六
年
一
月
）
で
、
明
治
維
新
が
「
天
皇
制
政
治
」
と
い

う
名
の
「
官
僚
寡
頭
政
治
の
機
構
を
創
定
」
し
た
と
し
つ
つ
、「
天

皇
制
の
も
と
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
」
の
確
立
を
強
調
し
て
、

一
九
二
〇
年
代
以
来
の
認
識
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
共
産
党
創
立
以
来
の
経
験
を
も
つ
山
川
、
野
坂
、

徳
田
が
戦
後
初
期
に
抱
い
た
天
皇
制
認
識
の
ず
れ
は
、
戦
後
の
共
産

党
・
社
会
党
の
現
状
認
識
に
も
影
響
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
「
天
皇
制
」
認
識
が
示
さ
れ
た
「
三
二
年
テ
ー

ゼ
」
は
、
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
対
ソ
戦
回
避
の
た
め
の
後
方
攪

乱
を
指
令
す
る
と
い
う
政
治
的
要
請
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
客
観
的
な
情
勢
分
析
か
ら
「
天
皇
制
」
と
い
う
把

握
に
立
ち
至
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
打
倒
対
象
と
し
て
「
天
皇
制
」

を
設
定
す
る
こ
と
で
対
ソ
戦
回
避
の
た
め
の
後
方
攪
乱
と
い
う
指
令

に
説
得
力
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
に

基
づ
く
明
治
維
新
史
研
究
や
日
本
資
本
主
義
発
達
史
研
究
の
成
果
と

し
て
、
半
封
建
的
で
絶
対
主
義
的
な
打
倒
の
対
象
と
し
て
の
「
天
皇

制
」
と
い
う
把
握
に
立
ち
至
っ
た
。
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
が
つ
ね

に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
に
せ

よ
、「
三
二
年
テ
ー
ゼ
」
と
講
座
派
理
論
が
「
天
皇
制
」
把
握
に
お

い
て
近
似
し
た
の
は
、
期
せ
ず
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
今
後
の
課
題
を
三
点
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
農
村
の
窮
乏
へ
の
左
右
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
「
天
皇
制
」
／「
国
体
」
と
の
関
係
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
コ

ミ
ュ
ニ
ス
ト
が
「
天
皇
制
」
と
い
う
把
握
に
立
ち
至
る
重
要
な
前
提

と
な
っ
た
の
は
、
寄
生
地
主
制
下
で
の
農
村
の
窮
乏
で
あ
る
が
、
同

じ
現
実
を
前
に
、
農
本
主
義
的
立
場
か
ら
「
国
体
」
を
梃
子
と
し
て

革
新
を
実
現
す
る
構
想
も
生
ま
れ
た
。
い
わ
ば
左
右
対
称
の
こ
の
構

図
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
帝
国
主
義
の
あ
り
方
と
向
き

合
う
な
か
で
成
立
し
て
き
た
講
座
派
理
論
が
一
国
的
枠
組
に
閉
じ
て

い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
こ
と
と
講
座
派
の
「
天
皇
制
」
把
握
は

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
野
呂
の
問
題
提
起
を
引
き
継
い
で
深
化
さ
せ
た
論
者
た
ち
、

と
り
わ
け
日
本
資
本
主
義
の
「
型
」
と
い
う
論
点
を
提
起
し
た
山
田

盛
太
郎
な
ど
に
即
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
は
、「
三
二
年
テ
ー
ゼ
」
の
「
天
皇
制
」
把
握
が
日
本
に
お

け
る
人
文
・
社
会
科
学
的
想
像
力
に
と
っ
て
あ
る
種
の
桎
梏
と
な
っ

た
の
は
む
し
ろ
戦
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
戦
時

期
を
生
き
延
び
た
論
者
に
と
っ
て
、「
絶
対
主
義
的
」
と
い
う
「
三

二
年
テ
ー
ゼ
」
の
「
天
皇
制
」
把
握
が
強
い
説
得
力
を
持
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
一
国
的
枠
組
の
も
と
で
日
本
の
後
進
性
を

剔
抉
す
る
と
い
う
理
論
的
枠
組
に
、
日
本
の
人
文
・
社
会
科
学
は
長

く
囚
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
、「
天
皇
制
」
と
い

う
把
握
の
仕
方
の
問
題
は
連
動
し
て
お
り
、
本
稿
で
検
討
し
た
事
柄
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は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
人
文
・
社
会
科
学
的
想
像
力
の
働
き
方
を

再
検
証
す
る
作
業
に
も
つ
な
が
り
う
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
視
角
か
ら

「
天
皇
制
」
を
問
う
作
業
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
も
は
ら
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
筆
を
擱
く
こ
と
と
し
た
い
。
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